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1 平成 20 年分

公的年金等の源泉徴収票が交付されます。「平成 21 年度
土地・家屋価格等縦覧帳簿」

「木曜日は午後７時まで、
窓口業務の一部延長実施中」

◇老齢年金の受給者に送付
　国民年金、厚生年金保険及び共済組合などから支給される公的年金等（※障害年金、遺族年金は除く）に

ついては、所得税法上「雑所得」となり、所得税が課せられます。

　そのため、公的年金の支払者（社会保険庁、各共済組合等）から、老齢年金等を受けている方々全員に「公

的年金等の源泉徴収票」が送付されています。

　源泉徴収票に記載されている内容は、平成 20 年中に受給された年金の総額、社会保険料（介護保険料、

国民健康保険税及び長寿医療保険料）の金額、源泉徴収税額及び控除内容となっています。

※ 65 歳未満で年金の支払額が年 108 万円に満たない方と、65 歳以上で年金の支払額が年 158 万円に満た

ない方は、所得税が源泉徴収されないことになっています。

◇確定申告の際に必要
　2 つ以上の年金の支払者に扶養親族等申告書を提出している方や、年金以外に給与等の所得がある方、ま

たは公的年金等の雑所得の合計額が各種所得控除の合計額を超える方などは、確定申告を行うことになって

います。この源泉徴収票は、その際に、添付書類として必要となりますので大切に保管してください。

※万一源泉徴収票を紛失された場合や未着の場合等で再発行の必要がある場合は下記「ねんきんダイヤル」

にて再交付を受付けています。

【ねんきんダイヤル】　☎ 0570 ー 05 ー 1165

　　　　　　　　　　※ IP 電話・PHS からは、☎ 03 ー 6700 ー 1165 にお電話ください。

　◆受付時間　○月曜～金曜：8 時 30 分～ 17 時 15 分（※祝日はご利用できません。）

　　　　　　　　但し、月曜日（休日の場合は火曜日）は 19 時まで受付

　　　　　　　○第 2 土曜日：9 時 30 分～ 16 時（※祝日はご利用できません。）

　

　◆そ の 他 　源泉徴収票の再発行を急ぐ場合や、その他の年金相談については、直方社会

保険事務所で受付けています。再発行の場合は、事前に持参品等をお問合せ

ください。

　問合先　 直方社会保険事務所（総務課） ☎ 0949-22-0891
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